
【具体的内容】

貧困の連鎖を断ち切り
格差の固定化を防ぐ

少子化対策に資する

経済状況が困難な家庭の子供ほど大学等への進学率が低い。
最終学歴によって平均賃金に歴然とした差がある。

我が国の教育費は、国際的に見ても家計負担の割合が高い。
理想の子供数を持たない理由の１位は「子育て・教育にお金がかかり
すぎること」（特に高等教育段階の費用が大きな負担と認識されている）

しっかりとした進路への意識や進学意欲があれば、
家庭の経済状況にかかわらず、大学や専門学校等へ進学できるチャンスを確保

【対象となる学校種】 大学、短期大学、高等専門学校、専門学校

【対象となる学生】 住民税非課税世帯 及び それに準ずる世帯の学生

【実施時期】 2020年4月（2019年10月に予定されている消費税率10％への引上げによる増収分の一部を財源とする。）

・ 低所得世帯の真に必要な子供たちに限って、高等教育の無償化を実現
・ 授業料減免及び給付型奨学金の支援対象者・支援額を大幅拡充

「新しい経済政策パッケージ」（H29.12.8閣議決定）及び「経済財政運営と改革の基本方針
2018」（H30.6.15閣議決定）において導入することとされている高等教育の負担軽減方策の
ポイント

【現状認識】

【施策の方向性】

１

１．基本的考え方と施策の内容



※年収は、両親、本人、
中学生の家族4人世帯
の場合の目安。

授業料免除

非課税
（約270万円）

約300万円 約380万円 年収目安

（※１年生は＋入学金
（国公立大28万円、私立大25万円））

（国立大学授業料）
535,800円

（私立大学授業料
（平均額（H28））

877,735円

国公立大学の場合は
国立大授業料を免除
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＜国公立＞ ＜私立＞

約５４万円

約８８万円

約７０万円

約８８万円

約６１万円

授業料平均額

減免上限額
（差額の1/2）

約３９万円

約２３万円

約１７万円

授業料免除（上限）額の考え方 （各学校種）
（大学の場合）

※国立の授業料は省令による。その他は文部科学省調べによる平均額。
特に私立の授業料平均額については、今後の調査により時点更新の可能性あり。

■対象となる学校種：大学、短期大学、高等専門学校、専門学校

■対象となる学生 ：住民税非課税世帯及びそれに準ずる世帯の学生

（支援対象の学生は、授業料及び入学金の減免に加えて、給付型奨学金も支給対象となる）

■授業料免除額の考え方
・国立： 授業料（省令に規定されている各学校種の授業料標準額まで）を免除
・公立： 国立の授業料（上記）を上限として対応
・私立： 国立大学の授業料に加え、各学校種の私立学校の平均授業料と国立大学の授業料の差額の２分の１を加算した額まで対応

■入学金免除額の考え方
・国立： 入学金（省令に規定されている各学校種の入学料標準額まで）を免除
・公立： 国立の入学金（上記）を上限として対応
・私立： 私立の入学金の平均額を上限として対応

私立の場合は
免除の上限額を加算

２

２．授業料減免

非課税世帯の

減免額の1/3

非課税世帯の

減免額の2/3

非課税世帯
の減免額



■対象となる学校種： 「２．授業料減免」と同じ

■対象となる学生： 「２．授業料減免」と同じ
（支援対象の学生は、給付型奨学金に加えて、授業料及び入学金の減免対象となる）

■給付額の考え方
・学生が学業に専念するため、学生生活を送るのに必要な生活費を賄えるよう措置を講じる。
・他の学生との公平性の観点を踏まえ、社会通念上妥当なものとする。
・高等専門学校については、寮生が多く学生生活費の実態に他の学校種と乖離がある（大学生の５～７割程度）ため、その実態に応じた額を措置する。

経費区分 自宅 自宅外

授業料以外の学校納付金
○

（私立学校生に限る）

修学費
（教科書、参考図書等のために支出した経費）

○ ○

課外活動費 ○ ○

通学費 ○ ○

食費 ×
△

（自宅分を
超える額）

住居・光熱費 ― ○

保健衛生費 ○ ○

娯楽・嗜好費 × ×

その他の日常費 ○ ○

受験料 ○ ○

※年収は、両親、本
人、中学生の家族4人
世帯の場合の目安。

非課税
（約270万円）

約300万円 約380万円 年収目安

自宅外の場合

自宅生の場合

非課税世帯の

給付額の2/3

非課税世帯の

給付額の1/3

私立学校生の場合
授業料以外の学納金分を追加

※支給経費として食費
（自宅生を超える部分）、
住居・光熱費分を追加

※具体の支給額など、詳細な制度設計を進めているところ。 ３

３．給付型奨学金

非課税世帯
の給付額



○ 支援措置の目的は、支援を受けた子供たちが大学等でしっかり学んだ上で、社会で自立し、活躍できるように
なること。学習意欲や進学後の学習状況を見極めた上で学生に対して支援を行うことで、社会的にも理解が得
られるような仕組みとすることが必要。

○ 高校の成績だけで否定的な判断をせず、高校等がレポートの提出や面談により本人の学習意欲を確認。
進学の意欲や目的等を確認・評価することが重要。

○ 大学等への進学後は、その学習状況等について一定の要件を課し、それに満たない場合には支給しない。
具体的には、
★ 毎年度の確認※において、次のいずれかに該当し、大学等が「警告」を行い、それを連続で受けた場合
ⅰ １年間に修得した単位数が年間の標準的な修得単位数の６割以下の場合
ⅱ ＧＰＡ（平均成績）等の客観的指標が学生の所属する学部等において下位４分の１に属する場合
（ただし、斟酌すべきやむを得ない事情がある場合の特例措置を検討）

ⅲ １年間の出席率が８割以下であるなど学習意欲が低いと大学等が判断した場合
※ ２年制以下の高等教育機関の場合、学期ごとなど年度の途中においても「警告」。

○ 大学等での勉学が職業に結びつくことにより格差の固定化を防ぎ、支援を受けた子どもたちが大学等でしっか
りと学んだ上で、社会で自立し、活躍できるようになるという、今回の支援措置の目的を踏まえ、対象を学問追
究と実践的教育のバランスが取れている大学等とするため、大学等に一定の要件を求める。

・ 実務経験のある教員による授業科目が標準単位数（４年制大学の場合、１２４単位）の１割以上、配置されていること。
※ 例えば、オムニバス形式で多様な企業等から講師を招いて指導を行っている、学外でのインターンシップや実習等を授業として位置付けているな

ど主として実践的教育から構成される授業科目を含む。

※ 学問分野の特性等により満たすことができない学部等については、大学等が、やむを得ない理由や、実践的教育の充実に向けた取組を説明・公

表することが必要。

・ 法人の「理事」に産業界等の外部人材を複数任命していること。
・ 授業計画（シラバス）の作成や評価の客観的指標を設定し、適正な成績管理を実施・公表していること。
・ 法令に則り、財務諸表等の情報や、教育活動に係る情報を開示していること。
※ また、例えば、経営に問題があるとして早期の経営判断を促す経営指導の対象となっており、かつ、継続的に定員の８割を割っている大学につい

ては、対象にしないことなどを検討。

４

４．支援対象者の要件

５．支援措置の対象となる大学等の要件

【参考】 「新しい経済政策パッケージ」（内閣府ＨＰ） http://www5.cao.go.jp/keizai1/package/package.html
「経済財政運営と改革の基本方針2018」（骨太の方針）（内閣府ＨＰ） http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/cabinet/2018/decision0615.html
「高等教育の負担軽減の具体的方策について（報告）」（文部科学省ＨＰ） http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/koutou/086/gaiyou/1406203.htm



今後のスケジュール

事項 2019年度 2020年度～
給付型奨学金

・生徒が高校を通じて、日
本学生支援機構
（JASSO）に申込

授業料等減免

・進学後、学生が
大学等に申請

機関要件の確認

・大学等が機関要件の確
認を申請

【進学前の予約採用手続】
①採用申込
・経済状況：生徒本人から
JASSOにマイナンバー等を提出
・学業：高校等が生徒の進学意
欲等を確認、JASSOに報告

②JASSOによる要件の確認
③採用候補者の決定

【大学等での手続】
①減免申込
②大学等による要件の
確認（JASSOと連携）
③授業料等の減免

給付開始
（進学後）

【機関要件の
確認手続】

①確認申請
②機関要件の
確認

対
象
大
学
等
の
公
表

今後のスケジュール

＜既に大学等
に在学している
学生・生徒＞

・経済状況：学
生等本人から
JASSOにマイナ
ンバー等を提出

・学業：大学等
が学生等の学
習状況を確認、
JASSOに報告

※年度内に手
続を実施するの
は初年度のみ

５


